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第２８回新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議 

（新型インフルエンザ等対策本部会議） 議事録 

 

日時：令和２年１１月２６日（木）１６：００～１６：１７ 

場所：第三応接室 

 

○坂本危機管理局次長 

ただいまから、第２８回目の新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部会議を開催

いたします。 

本日の手話通訳者は、「障害福祉課 手話通訳者 山上 美紀（やまがみ みき）さん」

と「障害福祉課 主査 長尾 和歌子（ながお わかこ）さん」のお二方です。 

はじめに、「新型コロナウイルス感染症に係る危機対策本部の対応状況」について、統括

調整部長から説明があります。 

 

○貝守統括調整部長 

 危機対策本部の対応状況の資料をご覧ください。本日の開催趣旨でございますが、「全国

的な新型コロナウイルス感染症患者の増加等を踏まえた、感染拡大防止のための取組の確

認」でございます。 

 ２番目の発生状況等については、この後、健康福祉部の方から説明があります。 

 この資料についての説明は以上です。 

 

○坂本危機管理局次長 

 「感染症の状況等」につきまして、健康福祉部長から説明がございます。 

 

○有賀健康福祉部長 

 それでは健康福祉部の資料をご覧ください。 

 県内の現在の状況でございますけれども、これまでに判明した感染者が計２８５名、現在

入院中の感染者が１５名、宿泊療養施設利用者はゼロ、自宅療養者もゼロとなっております。 

 検査の状況、相談センターの相談件数等につきましてはご覧のとおりです。 

別紙の方でも詳細に書いております。 

もう一枚お捲りください。「新型コロナウイルス感染症及び季節性インフルエンザの同時

流行に備えた体制への移行について」というものでございます。今までは、新型コロナウイ

ルス感染症が疑われる発熱等の症状がある方は、「帰国者・接触者相談センター」に電話で

相談して、必要に応じて帰国者・接触者外来に繋ぐということでやっておりましたけれども、

１２月１日からは、発熱等の症状がある方については、まずかかりつけ医に、かかりつけ医

がいない方については「県コールセンター」に電話相談をして、必要に応じて診療・検査医

療機関で診療・検査を受けるという、このような体制に移行することとしております。この

件につきましては、関係医療機関含む関係者に加え、現在、県民の皆様への周知を図ってい

るところでございます。以上です。 

 

○坂本危機管理局次長 

本日、オブザーバーとして出席している大西青森県感染症対策コーディネーターから「１

０月１２日以降の感染症患者」につきまして説明がございます。 

 

○大西青森県感染症対策コーディネーター 

私の方からは、「10月 12日以降の感染症患者（関連別）」という資料でご説明したいと

思います。10月 12日以降は感染症の総数が２４８名ということでして、そのうち大部分

が弘前保健所管内の飲食店クラスターで起こっております。この緑色の図がそれにあたり
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まして、一次の陽性者６７名、更に５７名、三次以上で６２名というふうに繋がっていきま

して、全体では１８６名という大きな集団の感染ということになりました。しかし、幸い健

康観察を最後の方がもう終わりという時期になりまして、クラスターが次々発生して、これ

は手に負えないというような状況になるのは避けられまして、結局はこの中では二つのク

ラスターということで終わりまして、基本的には封じ込めができたというふうに思ってお

ります。これは、県民の皆様の予防行動、また、関係者の多大な努力の賜物であろうかと思

います。ただ、その一方でこの１８６名以外に、その他各地域で何系統何名というふうに書

いてございます。これは、県外関連を除きますと１２系統５４名が散発的に発生していると

いう状況で、現在もそれが続いている状況でございます。ですから、こういった散発的な発

生、これがまん延という状況にはないと思いますけれども、引き続き厳格な感染症対策、ま

た、発症予防対策がこれからも必要で、気の抜けない状況が今後も続くことというふうに考

えております。以上です。 

 

○坂本危機管理局次長 

ありがとうございました。次に、「ＧｏＴｏイート キャンペーン事業」に関連いたしまし

て、農林水産部長から報告がございます。 

 

〇坂田農林水産部長 

 農林水産省食料産業局ＧｏＴｏイートキャンペーン準備室から、１１月２０日の新型コ

ロナウイルス感染症対策分科会の「分科会から政府への提言」を踏まえ、ＧｏＴｏイートキ

ャンペーンについて、「食事券の発行・販売を一時停止するかどうか」、「既に発行・販売さ

れた食事券や付与されたポイントの利用を控える旨を呼び掛けるかどうか」、２点につきま

して、県の感染状況を踏まえて判断し、回答をいただきたいとの要請がございました。先般、

国から飲食における人数制限の対応について検討するよう要請があり、本県としては、現下

の感染状況においては特段の制限を行う状況にない旨、回答したところであり、今回は、前

回と感染状況について変化がないことから、関係各部局の意見も踏まえまして、「本県の現

時点での感染状況においては、ＧｏＴｏイートキャンペーン事業について、一時停止や利用

を控える旨の呼び掛けなどが必要な状況にない。今後、県内の感染が拡大するなど状況に変

化があった場合には、本県の感染防止対策と合わせて本県のＧｏＴｏイートキャンペーン

についても制限等の対応について検討する。」と回答をいたします。 

 

○坂本危機管理局次長 

 ここまでの説明等につきまして、何か質問等ございますでしょうか。よろしいですね。そ

れでは本部長からの指示事項、県民の皆様に向けたメッセージをお願いいたします。 

 

〇三村青森県危機対策本部長 

 まず、指示事項であります。 

 ただ今、健康福祉部から報告がございましたとおり、弘前保健所管内で発生したクラスタ

ーにつきましては、全ての濃厚接触者等について２週間の健康観察期間が終了いたしまし

た。 

今般のクラスターの発生は、私ども青森県にとりまして非常に大きな試練となったわけ

でございますが、一連の対応を通じて得られた様々な知見を、今後の対策に生かしていただ

きたいと思います。 

全国的には、依然として感染症患者が増加しており、厳しい状況が続いているものと認識

いたします。 

各職員にあっては、公私ともに感染防止対策を徹底するとともに、本県からの出張等に当

たっては、移動先の状況等を踏まえ適切に対応してください。 

そして、年末年始を控え、会食や人の往来など感染リスクを伴う機会が増えることが見込
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まれます。 

今後とも、ある程度の感染症患者の発生が想定されるところでありますが、そのことが感

染の拡大につながらないよう、引き続き、緊張感を持って全庁体制で取り組むよう指示いた

します。 

 

続いて県民の皆様方にお話しさせていただきます。 

 弘前保健所管内で発生いたしましたクラスターに起因して多くの感染症患者が発生した

ところでありますが、昨日２５日をもって、全ての濃厚接触者等について２週間の健康観察

期間が終了いたしました。 

 今般のクラスター発生は、青森県にとって大きな試練となりましたが、医療関係者の皆様

方、介護・福祉施設等の関係者の皆様方、そして保健所等の関係部署の方々による日夜、必

死の努力、御対応、本当に一生懸命やっていただきました。これによりまして、クラスター

の拡大を基本的には抑え込むことができました。 

これまでの間の、関係機関の皆様、そして県民の皆様方の御協力に、心から感謝申し上げ

たいと思います。ありがとうございました。 

 

 それでは、私から県民の皆様方へ、お知らせと感染防止に係るお願いについてご説明した

いと思います。 

まず、診療検査体制の変更についてであります。県では、かかりつけ医等の身近な医療機

関で新型コロナウイルス感染症と季節性インフルエンザを併せて相談・診察・検査等を行う

ことができるよう、これらが可能な医療機関を「診療・検査医療機関」として指定いたしま

した。 

 今までは、帰国者・接触者相談センターに電話相談の上、必要に応じて帰国者・接触者外

来において診療・検査を受けていただいておりましたが、12月 1日からは、発熱等の症状

のある方は、まず、「かかりつけ医」に、そして、「かかりつけ医」がいない方は、「県コー

ルセンター（０１２０－１２３－８０１）」、この県コールセンターに電話相談していただき

まして、必要に応じて診療・検査医療機関での診療検査を受けるシステムになりますので、

お間違えのないよう、よろしくお願いいたします。 

 次に、全国的に「第３波」とも言われる感染拡大が続く中、年末年始を控え、本県におけ

る感染防止を図るため、これまでお願いしてきたことも含めまして、私から県民の皆様方に、

改めてのお願いとしてお話させていただきます。 

 県民の皆様方には、これまでも感染防止対策に大変御協力いただいてきたところであり

ます。心より感謝を申し上げます。 

 感染防止を図っていくためには、何より、県民の皆様方お一人おひとりの取組が基本とな

ります。  

 まず、県の対処方針に基づく協力要請として、「県民の皆様方」には、繰り返しお願いし

ておりますが、 

① 「三密」回避、手洗・手指消毒、咳エチケット、マスクの着用、ソーシャル ディスタ

ンシングなど、基本的な感染予防対策を徹底していただくこと 

② 適切な感染防止策が徹底されていない施設など感染リスクの高い場所への外出は避け

ていただくこと 

③ 新型コロナウイルス接触確認アプリ、国がやっております「COCOA」をインストール

することについてお願いいたします。 

 続いて、「イベント主催者等の皆様方」及び「飲食店を含む事業者の皆様方」に対してで

ございますが、それぞれ業種別のガイドラインがございます。そのガイドラインに基づく適

切な感染防止策を講じていただくことをお願いいたします。 

 続きまして、年末年始の関係でございますが、全国的に感染が拡大する中、特に年末年始

は、忘・新年会など会食の機会や、帰省などによる人の往来が増えることが見込まれるとこ



4 

ろであります。 

 これらの機会における感染リスクを減らすため、 

① 感染拡大地域への移動は、移動先の感染状況を踏まえた対応をとっていただきますと

ともに、 

② 帰省・旅行・初詣等の時期の分散 

③ 会食は感染リスクを下げながら楽しむ工夫 

④ 当然ではありますけれども、体調の悪い方は、会食、帰省・旅行、出勤など外出を避け

ていただくこと 

こういったことをお願いいたしたいと思います。 

続いて、政府からの「５つの場面」の話であります。政府では、『感染リスクが高まる「５

つの場面」』として 

① 飲酒を伴う懇親会等 

② 大人数や長時間に及ぶ飲食 

③ マスクなしでの会話 

④ 狭い空間での共同生活 

⑤ 居場所の切り替わり 

を提示しております。 

 これらに該当する場面がどこにあるのか、それぞれご確認の上、場面に応じた感染防止策

を実践していただくよう、これもお願いをいたします。 

続いて、会食の関係でございます。「感染リスクを下げながら会食を楽しむ工夫」といた

しましては、まず、利用者の皆様方につきましては、 

① 飲酒を伴う場合は、少人数・短時間で、なるべく普段一緒にいる方と、なおかつ、通常

の健康対策からもこれはお願いしたいのですけれども、深酒・はしご酒などは控え、適度

な酒量で 

② 箸やコップは使いまわさないこと 

③ 体調が悪い方は参加しないこと 

そして、飲食店の皆様方に対しましては、 

① 業種別ガイドラインに基づく感染防止策 

等をお願いしたいと思います。 

 さらに、全ての場面におきまして、 

① 基本となるマスク着用や三密回避、換気 

② 大声を出さない 

③ 共用施設の清掃・消毒や、手洗いの徹底 

などにつきまして、引き続き実施していただきたいと思います。 

続きまして、政府からは「寒冷な場面における新型コロナ感染防止等のポイント」につい

ても提示されており、これに基づき、寒冷期においても十分な換気を確保することや、適度

な保湿を行うことなどについても、よろしくお願いいたします。 

次に、誹謗中傷の関係であります。 

感染症患者等に対する偏見・誹謗中傷に関して、県では、ネット上の誹謗中傷を防止する

ため、「STOP！コロナ誹謗中傷」ネット監視チームを設置しネットパトロール等を実施い

たしております。 

 県民の皆様方には、感染症患者等に対する偏見・差別や誹謗中傷等は、厳に慎んでいただ

くようお願いいたします。 

県としては、今後とも、感染防止対策の徹底と、感染症患者が発生した場合の感染拡大防

止に全力で取り組んで参ります。 

 県民の皆様方におかれましては、引き続きの御協力につきまして、よろしくお願い申し上

げます。 

最後に、ＧｏＴｏ関係についてお話させていただきます。イート事業に関しましては、政
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府から食事券の発行・販売の一時停止と、食事券や付与ポイントの利用を控えることについ

て、都道府県に対して照会があったところです。 

 また、トラベル事業に関しましては、対象地域のあり方について、現在、政府におきまし

ても議論されているところでございますが、県内の現時点の感染状況に鑑み、青森県におき

ましては、イート事業、トラベル事業ともに、何らかの制限が必要な状況にはないと考えて

おります。 

いずれにいたしましても、 ＧｏＴｏキャンペーン事業を利用される県民の皆様方、また、

事業に参加される事業者の皆様方におかれましては、十分な感染予防対策を講じた上で、適

切に事業を利用していただきたいと思います。 

 

○坂本危機管理局次長 

以上を持ちまして、本日の会議を終了とさせていただきます。ありがとうございました。 


